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(57)【要約】
【課題】設置面の大きさや傾斜に関係なく表示面を垂直
に保持できるとともに、安価で組み立ても容易な広告表
示体を提供する。
【解決手段】広告表示体１は、矩形状の表示板２と、表
示板２の一端に連設される支持板３と、支持板３の表示
板２と対向する端部に連設される脚部形成板４と、脚部
形成板４の支持板３と対向する端部に折り線Ｌ４を介し
て連設される補助板５とで構成されている。表示板２と
支持板３との間の折り線Ｌ１に沿って山折りし、さらに
折り線Ｌ２及びＬ４に沿って山折りするとともに折り線
Ｌ３に沿って谷折りして三角筒状の脚部８を形成する。
そして、抜き穴６と切り欠き７とが重なるように補助板
５を支持板３の裏面に接着して広告表示体１が組み立て
られる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置面に対し所定の角度で起立する支持板と、
　該支持板の下端部を折り曲げて形成される脚部と、
　前記支持板の上端部に折り線を介して連設される表示板と、
　該表示板を前記折り線に沿って前記支持板側に折り返して形成されるヒンジ部と、
を有し、前記表示板が前記支持板の上端に吊り下げ支持された広告表示体。
【請求項２】
　前記脚部は、前記支持板の下端部を三角筒状に折り曲げて形成されることを特徴とする
請求項１に記載の広告表示体。
【請求項３】
　前記脚部の前記支持板と対向する端部を延長して前記支持板の裏面に重ね合わせたこと
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の広告表示体。
【請求項４】
　前記表示板に収納部を形成したことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記
載の広告表示体。
【請求項５】
　前記収納部は、前記表示板の下端部をコ字状に折り曲げて形成される保持部であること
を特徴とする請求項４に記載の広告表示体。
【請求項６】
　前記表示板には、前記保持部に搭載された被保持物の重心を前記ヒンジ部の垂直下方向
に配置するための開口部又は段差部が形成されることを特徴とする請求項５に記載の広告
表示体。
【請求項７】
　前記収納部は、前記表示板の下端部を折り返して形成される収納ポケットであることを
特徴とする請求項４に記載の広告表示体。
【請求項８】
　前記ヒンジ部を分断する抜き穴を形成したことを特徴とする請求項１乃至請求項７のい
ずれかに記載の広告表示体。
【請求項９】
　前記ヒンジ部を形成する折り線を、ミシン目又はハーフカットラインとしたことを特徴
とする請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の広告表示体。
【請求項１０】
　前記脚部の裏面に両面粘着テープを付設したことを特徴とする請求項１乃至請求項９の
いずれかに記載の広告表示体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品等の陳列棚やＰＯＳレジ周辺に取り付けて使用する広告表示体に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スーパーマーケットやホームセンター等の店舗において商品を陳列、販売する場
合、ＰＯＳレジで代金を支払う買い物客や商品が陳列された売り場の通路を歩く買い物客
に対し、その商品をいかに目立たせて強く印象付けるかが商品の購買チャンスを高めるこ
とにつながる。このように、顧客に商品を印象付ける手段として、商品に関する情報を表
示したカード等の広告媒体（ＰＯＰ；ポップアップ）をＰＯＳレジの液晶モニタ周辺や商
品棚に配置するのが効果的である。
【０００３】
　このような広告媒体は、通常は商品の入れ替えやキャンペーン期間の終了に伴い廃棄さ
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れるため、安価で簡易な構成のものが望ましい。例えば特許文献１には、一枚のシート材
から組み立てられ、絵や写真等を重畳的、立体的に表示可能な広告等表示パネルが開示さ
れている。また、特許文献２には、シート材を三角筒状に折り曲げて、メッセージ表示部
と、内部に配置された装飾品の一部が露出する窓部とを形成したメッセージ表示器が開示
されている。
【特許文献１】実用新案登録第３０９３０１１号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０６０７３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の広告表示体は、特許文献１及び２に開示されているように、設置面に起立させて
使用するものが一般的であった。そのため、例えばＰＯＳレジ横の液晶モニタの上面に設
置する場合、薄型のモニタでは設置スペースが確保できなかった。また、モニタの上面が
傾斜していると、傾斜角によっては設置できないことがあった。この場合、広告表示体を
粘着テープ等で設置面に固定する方法も考えられるが、広告表示体が傾いた状態で設置さ
れることとなり表示内容が視認しにくくなるという問題点があった。
【０００５】
　本発明は上記問題点に鑑み、設置面の大きさや傾斜に関係なく表示面を略垂直に保持し
た状態で設置できるとともに、安価で組み立ても容易な広告表示体を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明は、設置面に対し所定の角度で起立する支持板と、該
支持板の下端部を折り曲げて形成される脚部と、前記支持板の上端部に折り線を介して連
設される表示板と、該表示板を前記折り線に沿って前記支持板側に折り返して形成される
ヒンジ部と、を有し、前記表示板が前記支持板の上端に吊り下げ支持された広告表示体で
ある。
【０００７】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記脚部は、前記支持板の下端部を三
角筒状に折り曲げて形成されることを特徴としている。
【０００８】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記脚部の前記支持板と対向する端部
を延長して前記支持板の裏面に重ね合わせたことを特徴としている。
【０００９】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記表示板に収納部を形成したことを
特徴としている。
【００１０】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記収納部は、前記表示板の下端部を
コ字状に折り曲げて形成される保持部であることを特徴としている。
【００１１】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記表示板には、前記保持部に搭載さ
れた被保持物の重心を前記ヒンジ部の垂直下方向に配置するための開口部又は段差部が形
成されることを特徴としている。
【００１２】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記収納部は、前記表示板の下端部を
折り返して形成される収納ポケットであることを特徴としている。
【００１３】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記ヒンジ部を分断する抜き穴を形成
したことを特徴としている。
【００１４】
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　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記ヒンジ部を形成する折り線を、ミ
シン目又はハーフカットラインとしたことを特徴としている。
【００１５】
　また本発明は、上記構成の広告表示体において、前記脚部の裏面に両面粘着テープを付
設したことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の第１の構成によれば、表示板がヒンジ部を介して支持板に吊り下げ支持されて
いるため、表示板と支持板の折り曲げ角度を調整するだけで設置面の傾斜に関係なく表示
板を略垂直に維持することができる。また、支持板の下端部を折り曲げて形成される脚部
の幅を調整することで幅の狭い設置面であっても設置可能となる。さらに、表示板、支持
板、及び脚部が一枚のシート材から組み立てられるため、組み立て作業性やコスト面にお
いても有利となる。
【００１７】
　また、本発明の第２の構成によれば、上記第１の構成の広告表示体において、支持板の
下端部を三角筒状に折り曲げて脚部を形成することにより、脚部の強度を高めて変形を抑
制することができる。
【００１８】
　また、本発明の第３の構成によれば、上記第１又は第２の構成の広告表示体において、
脚部の支持板と対向する端部を延長して支持板の裏面に重ね合わせることにより、支持板
が二重構造となるため支持板の強度を高めることができる。
【００１９】
　また、本発明の第４の構成によれば、上記第１乃至第３のいずれかの構成の広告表示体
において、表示板に収納部を形成することにより、別途部材を追加することなく商品ダミ
ーやムービングＰＯＰ、リーフレット等の広告媒体を搭載することができる。
【００２０】
　また、本発明の第５の構成によれば、上記第４の構成の広告表示体において、収納部と
して、表示板の下端部をコ字状に折り曲げて保持部を形成することにより、特に商品ダミ
ーやムービングＰＯＰ等の搭載に適した広告表示体となる。
【００２１】
　また、本発明の第６の構成によれば、上記第５の構成の広告表示体において、保持部に
搭載された被保持物の重心をヒンジ部の垂直下方向に配置するための開口部又は段差部を
表示板に形成することにより、厚みのある被保持物を搭載する場合であっても表示板を略
垂直に維持することができる。
【００２２】
　また、本発明の第７の構成によれば、上記第４の構成の広告表示体において、収納部と
して、表示板の下端部を折り返して収納ポケットを形成することにより、特にリーフレッ
ト等の収納に適した広告表示体となる。
【００２３】
　また、本発明の第８の構成によれば、上記第１乃至第７のいずれかの構成の広告表示体
において、表示板と支持板とを連結するヒンジ部を分断する抜き穴を形成することにより
、ヒンジ部の復元力が弱められて表示板が支持板に対し回動し易くなる。
【００２４】
　また、本発明の第９の構成によれば、上記第１乃至第８のいずれかの構成の広告表示体
において、ヒンジ部を形成する折り線をミシン目又はハーフカットラインとすることによ
り、ヒンジ部の復元力が弱められて表示板が支持板に対し回動し易くなる。
【００２５】
　また、本発明の第１０の構成によれば、上記第１乃至第９のいずれかの構成の広告表示
体において、脚部の裏面に両面粘着テープを付設しておくことで、別途固定部材を用いる
ことなく広告表示体を設置面に簡単に固定することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、以下に示す各展
開図においては、ミシン目を破線、押し罫を一点鎖線で示し、打ち抜かれた開口部分を斜
線（ハッチング）で示すものとする。図１は、本発明の第１実施形態に係る広告表示体の
展開図である。本実施形態の広告表示体１は、厚紙や樹脂シート等の一枚のシート材を打
ち抜いて形成されており、絵や写真、文字等が印刷または貼り付けられる矩形状の表示板
２と、表示板２の一端に折り線Ｌ１を介して連設される支持板３と、支持板３の表示板２
と対向する端部に折り線Ｌ２を介して連設される脚部形成板４と、脚部形成板４の支持板
３と対向する端部に折り線Ｌ３を介して連設される補助板５とで構成されている。
【００２７】
　支持板３の幅方向（図１の左右方向）略中央部には、折り線Ｌ１に沿って矩形状の抜き
穴６が形成されており、補助板５の幅方向略中央部には抜き穴６と同一形状の切り欠き７
が形成されている。また、脚部形成板４には折り線Ｌ２及びＬ３と平行な折り線Ｌ４が形
成されている。
【００２８】
　次に、本実施形態の広告表示体１の組み立て手順について説明する。先ず、図１の状態
から表示板２と支持板３との間の折り線Ｌ１に沿って山折りする。次いで、折り線Ｌ２及
びＬ４に沿って山折りするとともに、折り線Ｌ３に沿って谷折りし、三角筒状の脚部８（
図２参照）を形成する。そして、抜き穴６と切り欠き７とが重なるように補助板５を支持
板３の裏面に接着して広告表示体１が組み立てられる。補助板５と支持板３の接着にはホ
ットメルト接着剤等が用いられる。
【００２９】
　図２及び図３は、本実施形態の広告表示体を液晶モニタ上に設置した状態を示す斜視図
及び側面図である。広告表示体１は、脚部８の裏面に付設された両面粘着テープ１０によ
り液晶モニタ１００の上面１００ａ（設置面）に固定される。表示板２と支持板３とは折
り線Ｌ１（図１参照）の折り曲げによって形成される左右のヒンジ部９のみで連結されて
おり、図１に示すように折り線Ｌ１はミシン目で形成されている。そのため、折り曲げら
れた状態での表示板２と支持板３の復元力が弱められ、表示板２は支持板３に対し略垂直
に吊り下げ支持される。
【００３０】
　この構成により、例えば、図４（ａ）に示すように液晶モニタ１００の上面１００ａが
正面側（図４の左側）に向かって下り勾配である場合、表示板２の自重により折り曲げ角
θが大きくなり、図４（ｂ）に示すように上面１００ａが正面側に向かって上り勾配であ
る場合、表示板２の自重により折り曲げ角θが小さくなる。これにより、設置面の傾斜に
関わらず常に表示板２を略垂直な状態にすることができ、表示板２の視認性を向上させる
ことができる。
【００３１】
　また、三角筒状の脚部８により支持板３と設置面との角度が一定に維持され、さらに補
助板５を支持板３に重ねて二重構造とすることで支持板３が補強されるため、液晶モニタ
１００の振動等によって容易に変形せず、組み立ても容易な広告表示体１となる。
【００３２】
　なお、ここでは脚部８の形状を三角筒状とし、さらに補助板５を支持板３全体に重ね合
わせて補強する構成としたが、広告表示体１を構成するシート材の厚みや材質によっては
、図５（ａ）のように補助板５を短くしても良い。或いは図５（ｂ）のように、補助板５
を設けずに支持板３の先端を鋭角に折り曲げて脚部８を形成しても良い。また、折り線Ｌ
１をミシン目に代えてハーフカットラインで形成しても良い。
【００３３】
　図６は、本発明の第２実施形態に係る広告表示体の展開図であり、図７及び図８は本実
施形態の広告表示体を液晶モニタ上に設置した状態を示す斜視図及び側面図である。第１
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実施形態と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。本実施形態においては
、表示板２の先端を延長するとともに、先端部近傍に形成された２本の折り線Ｌ５、Ｌ６
を図６において谷折りすることで、表示板２の先端に断面コ字状の保持部１１を設けてい
る。なお、広告表示体１の他の部分の構成及び組み立て手順については第１実施形態と同
様であるため説明は省略する。
【００３４】
　この構成により、図９に示すように、保持部１１に商品ダミー１３（または商品現物）
を挟持することができる。従って、別途取り付け部材等を用いることなく宣伝効果の高い
ディスプレイが可能となり、ディスプレイ作業の効率も向上する。また、第１実施形態と
同様に、表示板２及び保持部１１の自重により設置面の傾斜に関わらず表示板２を略垂直
に維持することができ、表示板２の視認性も向上する。なお、前後方向に厚みのある商品
ダミー１３を保持部１１に挟持した場合、表示板２は商品ダミー１３の重心がヒンジ部９
の垂直下方向となる位置で釣り合うため、表示板２が垂直面に対し若干前傾した状態とな
る。この対策については後述する。
【００３５】
　図１０は、第２実施形態に係る広告表示体の他の使用例を示す正面図である。図１０で
は、商品ダミー１３に代えて保持部１１にムービングＰＯＰを搭載している。ムービング
ＰＯＰは、揺動装置１４の揺動部１４ａにＰＯＰカード１５を取り付けた構成であり、太
陽電池等の電力によりＰＯＰカード１５を左右に揺動させて顧客の注意を惹くようになっ
ている。なお、ここでは揺動装置１４が露出しない程度に保持部１１を深く形成して見栄
えを良くしている。
【００３６】
　ここで、所定の幅Ｗを持つ揺動装置１４を保持部１１に搭載した場合、図１１（ａ）に
示すように、表示板２は揺動装置１４の重心Ｇがヒンジ部９を通る垂直面Ｐと交わる位置
で釣り合うため、正面側（図１１の左側）から見ると表示板２が前傾した状態となる。そ
のため、揺動装置１４及びＰＯＰカード１５も同様に前傾してしまい視認性が低下する。
【００３７】
　そこで、図１１（ｂ）に示すように、保持部１１の幅を揺動装置１４の半分（Ｗ／２）
にするとともに、表示板２に揺動装置１４が貫通する開口部２ａを設けておき、揺動装置
１４の後ろ半分を開口部２ａから表示板２の裏面側へ突出させる。揺動装置１４をこのよ
うに搭載すれば、表示板２が略垂直な状態で揺動装置１４の重心Ｇが垂直面Ｐと交わるこ
ととなり、ＰＯＰカード１５を垂直に維持して視認性を向上させることができる。
【００３８】
　図１２は、揺動装置１４の重心Ｇをヒンジ部９の垂直下方向に配置する他の方法を示す
側面断面図である。図１２に示すように、表示板２をクランク状に折り曲げて段差部２ｂ
を設けることにより、図１１（ｂ）のように開口部２ａを設けた場合と同様に、揺動装置
１４の重心Ｇをヒンジ部９の垂直下方向に位置させることができる。
【００３９】
　なお、本実施形態の場合、保持部１１には商品ダミー１３や揺動装置１４等の被保持物
が搭載されるので、脚部８は三角筒状とし、補助板５を支持板３に重ねて二重構造とする
などして広告表示体１の強度を高めておくことが好ましい。また、商品ダミー１３や揺動
装置１４の脱落を防止するため、粘着テープ等を用いて商品ダミー１３や揺動装置１４を
保持部１１の内面に固定しておくことが好ましい。さらに、保持部１１の表面側に印刷等
を施しても良い。
【００４０】
　図１３は、本発明の第３実施形態に係る広告表示体の展開図であり、図１４及び図１５
は本実施形態の広告表示体を液晶モニタ上に設置した状態を示す斜視図及び側面図である
。第１及び第２実施形態と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。本実施
形態においては、表示板２の先端を延長するとともに、先端部近傍に折り線Ｌ５を形成し
、折り線Ｌ５から先端部までの表示板２の両側端に折り線Ｌ７、Ｌ８を介してフラップ１
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６が連設されている。
【００４１】
　そして、表示板２を折り線Ｌ５に沿って谷折りするとともに、フラップ１６を折り線Ｌ
７、Ｌ８に沿って谷折りして表示板２の裏面に接着することで、表示板２の先端に収納ポ
ケット１７を設けている。なお、広告表示体１の他の部分の構成及び組み立て手順につい
ては第１及び第２実施形態と同様であるため説明は省略する。
【００４２】
　この構成により、図１６に示すように、収納ポケット１７にリーフレット２０を収納す
ることができる。従って、別途取り付け部材等を用いることなく宣伝効果の高いディスプ
レイが可能となり、ディスプレイ作業における作業効率も向上する。また、第１及び第２
実施形態と同様に、表示板２の自重により設置面の傾斜に関わらず表示板２を常に垂直に
維持することができ、表示板２の視認性も向上する。
【００４３】
　なお、フラップ１６を設けずに、表示板２の先端を折り返した後、両端部をホットメル
ト接着して収納ポケット１７を形成しても良い。また、収納ポケット１７の表面側に印刷
等を施しても良い。また、収納ポケット１７の厚みは第２実施形態の保持部１１に比べて
薄いため、被保持物（リーフレット２０）の重心位置による表示板２の前傾は考慮しなく
ても良い。
【００４４】
　その他本発明は、上記実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。例えば、第２実施形態の保
持部１１の両端をフラップで閉じる構成とすれば、収納量の大きい収納ポケットとして使
用することができる。
【００４５】
　また、上記各実施形態では、表示板２と支持板３とを左右のヒンジ部９のみで連結する
とともに、折り線Ｌ１をミシン目或いはハーフカットラインで形成してヒンジ部９の剛性
を弱めているが、抜き穴６及び切り欠き７を設けず、折り線Ｌ１も他の折り線Ｌ２～Ｌ８
と同様に押し罫としても良い。この場合、ヒンジ部９の復元力（剛性）が強くなり表示板
２は自重で略垂直にならないこともあるため、ディスプレイ作業者が設置面の傾きに応じ
て折り曲げ角θを適宜調整すれば良い。
【００４６】
　また、脚部８や保持部１１、収納ポケット１７の形状や大きさについても特に制限はな
く、設置場所やデザイン性、或いは保持部１１に搭載される被保持物（商品ダミー１３、
揺動装置１４）や収納ポケット１７に収納されるリーフレット２０の大きさ等に応じて適
宜変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の広告表示体は、設置面に対し所定の角度で起立する支持板と、該支持板の下端
部を折り曲げて形成される脚部と、前記支持板の上端部にヒンジ部を介して吊り下げ支持
される表示板とを有しており、一枚のシート材から組み立てられる。これにより、設置面
の幅や傾斜に関係なく設置可能であり、表示板を常に略垂直に維持して視認性を高めるこ
とができ、且つ組み立ても容易で低コストな広告表示体を提供することができる。
【００４８】
　また、表示板に保持部や収納ポケット等の収納部を設けて商品ダミーやムービングＰＯ
Ｐ、リーフレット等の広告媒体を搭載可能とすれば、より宣伝効果の高い広告表示体とな
る。また、抜き穴やミシン目、ハーフカットライン等によりヒンジ部の復元力を弱めてお
けば、表示板が回動し易くなって表示板の角度調整が容易となり、表示板及び表示板に搭
載される広告媒体の自重によって表示板が自動的に略垂直に維持される広告表示体とする
こともできる。
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【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】は、本発明の第１実施形態に係る広告表示体の展開図である。
【図２】は、第１実施形態の広告表示体を設置した状態を示す斜視図である。
【図３】は、第１実施形態の広告表示体を設置した状態を示す側面図である。
【図４】は、設置面が傾斜している場合の広告表示体の設置状態を示す側面図である。
【図５】は、第１実施形態の広告表示体の変形例を示す側面図である。
【図６】は、本発明の第２実施形態に係る広告表示体の展開図である。
【図７】は、第２実施形態の広告表示体を設置した状態を示す斜視図である。
【図８】は、第２実施形態の広告表示体を設置した状態を示す側面図である。
【図９】は、第２実施形態の広告表示体の保持部に商品ダミーを挟持した状態を示す正面
図である。
【図１０】は、第２実施形態に係る広告表示体の他の使用例を示す正面図である。
【図１１】は、第２実施形態の広告表示体の保持部に揺動装置を搭載した状態（図１１（
ａ））と、表示板に開口部を設けて揺動装置の重心をずらした状態（図１１（ｂ））とを
示す側面断面図である。
【図１２】は、第２実施形態の広告表示体の表示板に段差部を設けて揺動装置の重心をず
らした状態を示す側面断面図である。
【図１３】は、本発明の第３実施形態に係る広告表示体の展開図である。
【図１４】は、第３実施形態の広告表示体を設置した状態を示す斜視図である。
【図１５】は、第３実施形態の広告表示体を設置した状態を示す側面図である。
【図１６】は、第３実施形態の広告表示体の収納ポケットにリーフレットを収納した状態
を示す正面図である。
【符号の説明】
【００５０】
　　　１　　　　　　　　広告表示体
　　　２　　　　　　　　表示板
　　　２ａ　　　　　　　開口部
　　　２ｂ　　　　　　　段差部
　　　３　　　　　　　　支持板
　　　４　　　　　　　　脚部形成板
　　　５　　　　　　　　補助板
　　　６　　　　　　　　抜き穴
　　　７　　　　　　　　切り欠き
　　　８　　　　　　　　脚部
　　　９　　　　　　　　ヒンジ部
　　　１０　　　　　　　両面粘着テープ
　　　１１　　　　　　　保持部
　　　１３　　　　　　　商品ダミー（被保持物）
　　　１４　　　　　　　揺動装置（被保持物）
　　　１５　　　　　　　ＰＯＰカード
　　　１６　　　　　　　フラップ
　　　１７　　　　　　　収納ポケット
　　　２０　　　　　　　リーフレット（被保持物）
　　　１００　　　　　　液晶モニタ
　　　１００ａ　　　　　上面（設置面）
　　　Ｌ１～Ｌ８　　　　折り線
　　　Ｇ　　　　　　　　重心
　　　Ｐ　　　　　　　　垂直面
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】



(12) JP 2009-276701 A 2009.11.26

【図１４】 【図１５】
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